
令和 2 年 11 月 11 日 

各位 様 

（一社）全国リハビリテーション学校協会福島県連絡校 

郡山健康科学専門学校 学校長 渡辺  信英 

（一社）福島県理学療法士会 

会長 山口  和之 

（一社）福島県作業療法士会 

会長 長谷川 敬一 

 

厚生労働省指定臨床実習指導者講習会（第 2 回福島県講習会）のご案内 

（作業療法士向け） 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より臨床実習指導教育に

深いご理解とご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、下記の通り「厚生労働省指定臨床実習指導者講習会（第 2 回福島県講

習会）」を開催いたします。本講習会は、厚生労働省医政発 1005 第 2 号「理学療法士・

作業療法士臨床実習指導者講習会の開催指針」に準じて実施するものであり、実務経験   

4 年以上の作業療法士および理学療法士を対象とします。しかしながら、本講習会は 

別紙に示す通り、作業療法士向けの意味合いを持つ内容となっております。 

なお、本講習会は新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン会議システムに  

よる開催となります。つきましては、受講希望の方々は以上の点をご考慮いただき、  

申込みいただきますようお願いいたします。 

謹白 

記 

 

1．日 時  令和 3 年 2 月 13 日（土） 9：20 ～ 18：50 

2 月 14 日（日） 8：45 ～ 16：05 

 

2．定 員  50 名（申込者数が定員を超えた場合は抽選となります） 

 

3．受講料  無料 （資料代 1,000 円） 

 

4．講習会の目標  

理学療法士・作業療法士学校養成施設指定規則改正に伴い、臨床実習指導者に理学

療法士・作業療法士養成施設における臨床実習制度の理念と概要、教育原論・人間関

係論、リスク管理、コンプライアンスならびにハラスメント防止、臨床実習の手引き、

水準と到達目標、見学・模倣・実施のプロセスならびに指導ポイント、診療参加型臨

床実習における学生評価等を教授し、臨床実習指導者における教育の質の向上を図り、

もって国民の医療・福祉の発展に寄与する。 

   

 ※詳細な内容につきましては添付別紙の講習会プログラムをご覧ください。 

 



 

5．受講申込方法  

・申込期間は、令和 2 年 11 月 11 日（水）から 12 月 11 日（金）まで です。 

・インターネットによる申込み となります。 

・下記 URL から申込みを受付けいたします。 

https://forms.gle/YMYyjJLF1nUhomWKA 

・または、スマートフォンやタブレットで右の QR コードを 

読み込み、申込むことができます。 

 ・申込み後、申込受理確認のメールが自動返信されます。 

7．注意事項 

 ・本講習会は、原則、遅刻や早退は認められません。講義や演習を 1 つでも遅刻、

早退した場合、受講履歴は削除されます。全講義・演習を受講することが修了要件

です。 

 ・やむを得ない理由で欠席する場合は、事前に、下記「お問い合わせ先」の担当者   

までご連絡ください。 

 ・申込者数が定員を超えた場合は抽選となります。なお、受講可否については、申込

期間終了後（抽選後）に各申込者へメールで通知いたします。「申込み」イコール

「受講可」ではありませんのでご注意ください。 

 ・受講者へは日本作業療法士協会から講習会テキストが送付されます。その際、資料

代の振込用紙が同封されますので、期限までの振込みをお願いいたします。 

 ・本講習会は新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン会議システム（Zoom）

による開催となります。受講を希望する場合は以下の点についてご留意ください。 

１） 講習会受講にあたり、各自、以下のご準備をお願いします。 

① パソコン 1 台（ipad は含まない） 

② スマートフォン 1 台（パソコンで通信できなくなった場合に使用） 

③ Wi-Fi が使用できる環境（但し、無線より有線での受信が望ましい） 

➢ 受講に係る通信費は自己負担となりますのでご注意ください。また、通信環境

の制限により途中で参加できなくなった場合、大変申し訳ありませんが全ての 

講義を再受講していただくことになりますので、ご了承ください。 

２） 事前にパソコンに Zoom アプリをインストールし、複数回試行するなどして、

講習会ではスムースに受講できるようご準備ください。 

➢ 受講者への事前説明会（Zoom）を予定しております。 

３） 講習会時の通信エラー等の緊急連絡時の対応として、携帯番号をお知らせい

ただく必要がございます。 

４） 講習中に勝手に退席した場合、また本来の受講生ではなく他人がなりすまし

た場合は修了証を与えることはできません。また、このような不正を防止す

るため、必要な対策を講じさせていただきます。                      

以上 

 ＜お問い合わせ先＞ （一社）福島県作業療法士会臨床実習指導者養成推進委員会 

高野 真一 （郡山健康科学専門学校） 

TEL：024-936-7784 

E-Mail：fukushima.ot.rinshojishu@gmail.com 


